
 
 
 
 
 
 
 

今
月
の
御
教
え 

 

女
は
世
界
の
田
地
で
あ
る
。
世
界
の
田
地
を
肥
や
し
て
お
か
ね
ば
貴
い
も
の
が
出

来
ぬ
。
女
は
家
の
家
老
じ
ゃ
。
家
老
が
よ
う
な
け
れ
ば
城
が
も
て
ぬ
と
い
う
が
、

女
が
よ
う
な
け
れ
ば
家
が
も
て
ぬ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

：
：
：
金
光
教
教
祖
御
理
解 

第
八
十
六
節
：
：
： 

 

解
説 

こ
の
御
教
え
に
は
、
教
祖
金
光
大
神
様
の
人
間
観
が
大
変
良
く
顕
れ
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 

「
女
は
家
の
家
老
じ
ゃ
…
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
皆
様
も
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
「
家
老
」
と
い
う
役 

      

職
は
、
そ
の
時
代
そ
の
領
国
に
お
い
て
、
殿
様
よ
り
、
政
治
、
経
済
を
始
め
全
権
を
委
任
さ
れ
て
い
る
最
高
の

実
力
者
で
あ
り
ま
し
た
。 

 
 
 

女
性
は
地
位
、
能
力
に
お
い
て
男
性
よ
り
低
い
も
の
と
さ
れ
、
何
事
も
男
性
に
従
う
の
が
当
然
と
さ
れ
て
い
た

時
代
、
尚
且
つ
現
代
に
お
い
て
さ
え
、
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
に
よ
り
新
た
な
「
日
本
国
憲
法
」
が
制
定
さ
れ
る

ま
で
は
、
基
本
的
人
権
で
あ
り
ま
す
「
参
政
権
」
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
女
性
に
対
し
て
、
そ
の
当
時
、

こ
の
よ
う
な
「
女
は
家
の
家
老
じ
ゃ
…
」
と
の
表
現
は
、
全
く
異
例
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。 

 
 
 

正
に
「
人
は
皆
“
神
の
氏
子
”
で
あ
り
、
神
の
前
に
は
す
べ
か
ら
く
平
等
で
あ
る
」
と
の
天
地
の
親
神
様
、
教

祖
金
光
大
神
様
の
確
固
た
る
思
し
召
し
が
如
実
に
伺
わ
れ
る
尊
い
御
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

今
年
は
、
当
西
条
教
会
設
立
百
十
年
、
川
之
江
教
会
・
高
橋
大
明
神
百
十
年
、
四
代
教
主
・
金
光
鑑
太
郎
君
二

十
五
年
の
栄
え
あ
る
御
年
柄
、
共
に
信
心
向
上
の
御
蔭
を
頂
き
ま
し
ょ
う
。 


